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令和 元 年 ７ 月 ２ 日

第 １３２１８ 号（火曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

石川県告示第72号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令372号）に規定する特定調達契

約につき、一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。

　　令和元年７月２日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　落札に係る物品等の名称、数量及び調達方法

　⑴　除雪ドーザ　14トン級　３台　購入

　⑵　除雪ドーザ　18トン級　２台　購入

　⑶　除雪グレーダ　3.7メートル級　１台　購入

　⑷　ロータリ除雪車　2.6メートル、220キロワット級　１台　購入

　⑸　ロータリ除雪車　2.6メートル、290キロワット級　１台　購入

　⑹　凍結防止剤散布車　３トン級、４×４　２台　購入

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　石川県総務部管財課

　　金沢市鞍月１丁目１番地

３　落札者を決定した日

　　令和元年６月12日

４　落札者の名称及び所在地

　⑴　１⑴　コマツ石川株式会社

　　　金沢市神宮寺三丁目１番20号

　⑵　１⑵　コマツ石川株式会社

　　　金沢市神宮寺三丁目１番20号

　⑶　１⑶　コマツ石川株式会社

　　　金沢市神宮寺三丁目１番20号

　⑷　１⑷　千代田機電株式会社

　　　金沢市新保本四丁目65番地12

　⑸　１⑸　北陸重機株式会社

　　　金沢市鳴和二丁目7番20号

　⑹　１⑹　千代田機電株式会社

　　　金沢市新保本四丁目65番地12

５　落札金額

　　　　告　　　示
○一般競争入札の落札者等 （管　財　課）　１

○救急病院の認定 （地域医療推進室）　２

○県道の区域の変更 （道路整備課）　２

○県道の供用の開始 （　　同　　）　２

　　　　公　　　告
○県有財産売払入札公告 （道路整備課）　３

目　　　　　　　　　　　次

告　　　　　　　　示
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　⑴　１⑴　54,252,000円

　⑵　１⑵　42,768,000円

　⑶　１⑶　35,310,000円

　⑷　１⑷　43,670,000円

　⑸　１⑸　63,030,000円

　⑹　１⑹　41,690,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　一般競争入札の公告を行った日

　　平成31年４月26日

石川県告示第73号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、救急病院として次のとおり認定

した。

　　令和元年７月２日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

名　　　称 所　　　在　　　地 認定年月日 認定の有効期限

み ら い 病 院 金沢市鞍月東１丁目９番地 令和元年７月１日 令和４年６月30日

石川県告示第74号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。

　なお、その関係図面は、令和元年７月２日から同月16日まで縦覧に供する。

　　令和元年７月２日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

路　線　名
道　　　路　　　の　　　区　　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　　更　　の　　区　　間 旧新別 敷地の幅員（m） 延長（m）

高松内灘線
かほく市木津ロ４番１地先から

かほく市木津イ１番地先まで

旧 7.30～ 10.51 12.1 津 幡 土 木

事 務 所

維持管理課新 7.30～ 13.79 12.1

木津横山停車場線

下記区間を道路区域に編入する。

〃かほく市木津ロ75番３地先から

かほく市横山タ207番１地先まで
11.70～ 31.20 533.5

〃

下記区間を道路区域から除外する。

〃かほく市木津ニ124番２地先から

かほく市横山井77番27地先まで
5.10～ 15.50 1,339.6

石川県告示第75号

　次のとおり県道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、告示する。

　なお、その関係図面は、令和元年７月２日から同月16日まで縦覧に供する。

　　令和元年７月２日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　
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路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 供 用 開 始 の 期 日
関係図面の

縦 覧 場 所

高松内灘線
かほく市木津ロ４番１地先から

かほく市木津イ１番地先まで
令 和 元 年 ７ 月 ２ 日

津 幡 土 木

事 務 所

維持管理課

木津横山停車場線
かほく市木津ロ75番３地先から

かほく市横山タ207番１地先まで
〃 〃

県有財産売払入札公告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和元年７月２日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する物件

　⑴　件名

物件番号 物　件　名 規　　格 車 両 番 号

１ 除雪グレーダ 3.7m 石川00は444

２ 路面清掃車
ブラシ式，両ガッタ，2.5㎥，

リアリフトダンプ
石川88た968

３ 路面清掃車
ブラシ式，両ガッタ，2.5㎥，

リアリフトダンプ
石川88た580

４ 除雪ドーザ 13t（SA）　カプラ車輪式 石川99は428

５ 凍結防止剤散布車 2.5㎥　自走式4WD 石川800は381

６ 路面清掃車
ブラシ式，両ガッタ，2.5㎥，

リアリフトダンプ
石川88た672

７ 除雪グレーダ 3.7m 石川00は443

８ 凍結防止剤散布車 2.5㎥　自走式4WD 石川800は458

　⑵　売却物件の仕様等

　　　入札説明書及び仕様書による。

２　入札及び開札の日時及び場所

物件番号 入　　札　　日　　時 入　　札　　場　　所 開　　札

１

令和元年８月30日　午前10時

輪島市河井町22部１－１

奥能登土木総合事務所

５階会議室

入札後、即時開札

２

３

４ 令和元年８月29日　午前10時

七尾市本府中町ソ27番９

中能登土木総合事務所　入札室

５ 令和元年８月29日　午前10時20分

６ 令和元年８月29日　午前10時40分

７ 令和元年８月29日　午前11時

８ 令和元年８月28日　午前10時
金沢市直江南２丁目１番地

県央土木総合事務所　入札室

３　説明会及び物件の公開

　 　説明会及び物件の公開（以下「説明会等」という。）を以下のとおり実施する。また、説明会等の参加方法は入

札説明書による。

公　　　　　　　　告
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　 　なお、説明会等に参加せずに入札に参加する場合も、説明会等における説明事項を了知し、当該物件を確認して

いるものとみなす。

物件番号 説明会等実施日時 説明会等実施場所

１ 令和元年７月18日　午後２時
輪島市三井町洲衛10部11番１

奥能登行政センター　駐車場

２ 令和元年７月18日　午後３時
輪島市三井町市ノ坂

市ノ坂大橋　高架下

３ 令和元年７月18日　午前11時
珠洲市上戸町北方

北方跨線橋　高架下

４

令和元年７月17日　午後２時
七尾市本府中町ソ27番９

中能登土木総合事務所　入札室

５

６

７

８ 令和元年７月16日　午後２時
金沢市木越町イ38番１

東部車両基地

４　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵ 　入札日までに石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第111条第２項の規定による競争入札参加資格者

名簿に登載されている者又は直接自己の事業目的に使用する者であること。

　⑶　入札参加申請書の提出期限の翌日から入札の日までの期間に、指名停止の措置を受けている者でないこと。

　⑷　この公告に示した売却の条件及び義務を確実に履行し得る者であること。

　⑸　次のアからオのいずれにも該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

　⑹ 　過去３年以内に石川県土木部（関係土木事務所を含む。）が所有する除雪機械の売買契約において契約条件の

不履行があり、同種の一般競争入札に参加できない者でないこと。

５　入札説明書の交付期間及び場所

　⑴　交付期間

　　 　令和元年７月２日（火）から同月24日（水）（石川県の休日を定める条例（平成元年石川県条例第16号）第１

条第１項に規定する県の休日を除く。）の午前９時から午後５時までの間。

　⑵　交付場所

物件番号 交　　付　　場　　所 電話番号

１

輪島市河井町22部１－１　奥能登土木総合事務所 0768－22－0567２

３

４

七尾市本府中町ソ27番９　中能登土木総合事務所 0767－52－5100
５

６
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７

８ 金沢市直江南２丁目１番地　県央土木総合事務所 076－239－3901

　⑶　交付方法

　　 　５⑵の交付場所において書面により交付する。なお、石川県土木部道路整備課の下記ホームページから当該書

面に係る電磁的記録をダウンロードすることができる。

　　　http://www.pref.ishikawa.lg.jp/michi/josetsukikai/20190702.html

６　入札に関する事項

　⑴　入札者に要求される義務

　　 　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す入札参加申請書及び添付書類をあらかじめ下記のとおり提

出しなければならない。また、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければな

らない。

　　ア　提出場所　５⑵の交付場所に同じ

　　イ　提出期限　令和元年７月24日（水）　午後５時まで

　　ウ　提出方法　持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留とし、提出期限必着とする。）

　　 　なお、入札参加申請書に記載された使用予定内容が契約条項の用途指定に適合しない場合は、入札に参加する

資格がないものとする。

　⑵　入札の方法

　　 　１⑴の件名ごとにそれぞれ入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

るものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約

金額は、落札金額に自動車損害賠償保険の未経過期間分、自動車重量税の未経過期間分及びリサイクル料金等相

当額を加算した額とする。

　⑶　入札保証金

　　 　入札に参加しようとする者は、見積もった契約希望金額の100分の５に相当する金額以上の金額を指定された

納付方法により納付しなければならない。

　　 　ただし、石川県財務規則第111条第２項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、入札保

証金の免除を認められたものは、入札保証金を免除する。

　⑷　入札の無効

　　 　この公告に示した入札に参加する資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった

者の提出した入札書、その他入札説明書に示す無効の入札書は、無効とする。

　⑸　落札者の決定方法

　　 　石川県財務規則第119条の規定により作成された予定価格以上の価格で最高の価格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とする。

７　契約に関する事項

　⑴　契約書作成の要否

　　　要

　⑵　契約条項

　　　入札説明書による。

　⑶　契約保証金

　　 　契約金額の100分の10以上。ただし、契約の相手方が石川県財務規則第111条第２項の規定による競争入札参加

資格者名簿に登載されている者で、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものである場合は、

免除する。

　⑷　売買代金の納入

　　　県が発行する納入通知書により、指定の期日までに納入すること。

　⑸　所有権の移転等

　　　所有権の移転は、売買代金が完納された日とする。
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　⑹　その他

　　　詳細は、入札説明書による。

　⑺　問合せ先

物件番号 問　　合　　せ　　先 電話番号

１

輪島市河井町22部１－１　奥能登土木総合事務所　庶務課事業係 0768－22－0567２

３

４

七尾市本府中町ソ27番９　中能登土木総合事務所　庶務課事業係 0767－52－5100
５

６

７

８ 金沢市直江南２丁目１番地　県央土木総合事務所　庶務課事業係 076－239－3901

　


